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利用定員が指導訓練室等ス
ペースの関係で適切である

国の定めた基準以上の広さを確保し、児童の
特性に応じた適切なスペース配置・利用を行っ
ております。

基準を満たす人員配置をしており、療育に関
わる職員は全員有資格者です。

玄関付近、勝手口はバリアフリーではないた
め、転倒やケガに注意を払っております。室
内はフラットになっています。

日々、清掃・消毒を行い、清潔保持を徹底し
ております。一人ひとりがゆったりと心地よ
く過ごせるよう配慮しています。

事業所内に個室スペースは設けておりません
が、児童の活動内容や状況に応じて適宜対応
しております。

日常のミーティングやリフレクション会議等
で、常勤・非常勤を問わず情報共有や話し合
いを行い、現状把握と改善点を討議していま
す。

昨年度実施のアンケート回答より、保護者様
のご意見の下改善を試みております。

日常のミーティングやリフレクション会議等
で常勤・非常勤を問わず情報共有や話し合い
を行い、現状把握と改善点を討議しておりま
す。

現時点では第三者評価は実施できておりませ
ん。

年間計画に基づき、事業所内外で定期的な職
員研修を実施しております。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向け
た公表準備をしております。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向け
た公表準備をしております。

アセスメントを通じて児童や保護者様のニー
ズを把握し、適切な計画を作成しております。

モニタリング実施後、児童の状況や保護者様
のニーズを分析し、個別支援計画（原案）を
基に策定会議を実施し、職員間で意見を出し
合いながら支援の質を向上させています。

利用児童の課題を共通認識し、課題達成に向
けた支援内容を共有しております。

モニタリングを年に 2回以上実施し、保護者
様との聞き取りや日々の療育記録をもとに確
認を行っております。

児童発達支援ガイドラインに基づき、【本人支
援】の 5領域から児童の育ち全体に必要な支
援を組み立てております。【家族支援】・【移行
支援】も合わせて行うことを基本としていま
す。

有資格者がそれぞれの立場から意見を出し合
い、児童の年齢や特性を考慮しながら、全職
員で話し合い支援計画を立案しております。

季節ごとの行事やイベントを工夫しながら実
施しております。

児童の特性、保護者様のニーズ、活動時間に
応じて個別活動と集団活動を組み合わせてお
ります。

当日の予定や支援内容について、事前に職員
間で確認する時間を設けております。

支援終了後、または朝会時に職員間で振り返
りを行い、送迎等で不在の職員には口頭や職
員の連絡ノートを活用して情報を共有し、児
童の様子や支援の方向性を周知しております。

支援内容だけでなく、その日の児童の様子な
どを正確に記録し、次の支援担当者への申し
送りや職員間での共有を行いながら、より良
い支援を目指しております。

半年ごとに必ずモニタリングを実施し、児童
の状況や保護者様のニーズを分析しながら計
画を作成しています。

対象児童については、事前に職員間で話し合
い、現況を把握した上で児童発達支援管理責
任者が担当者会議に参画しております。

協力医療機関、行政、保育、学校などと連携し、
必要な支援を行っております。

移行支援を行うことで、地域の保育や支援を
受けられるようにし、同年代の児童との関わ
りを深めるため、支援内容や情報共有を進め
ております。

個人情報に十分配慮し、必要に応じて関係機
関と情報共有を行っております。

同一法人のセンター機能を有する事業所と連
携し、アドバイスを受けております。

コロナ禍以降、交流の機会はありませんでし
た。

今後の交流については、状況を鑑みながら、
保護者様のご意向を伺いながら検討してまい
ります。

日頃から保護者様との情報交換を行い、職員
間で随時共有・更新を行っております。

送迎などの機会に保護者様のお悩みやお困り
ごとをお聞きし、必要な助言や効果的な支援
方法をその都度お伝えしております。また、
療育上必要な家庭での協力が求められる場合
には、可能な範囲でご提案し取り組んでいた
だいております。

相談や申し入れに対して迅速かつ適切に対応
し、今後も継続してまいります。

児童発達支援計画を作成する際は、保護者様
のニーズを取り入れ、利用児童の課題を客観
的に分析した上で策定しております。

ガイドラインに基づいて個別支援計画を作成
し、保護者様に説明を行った上で同意を得て
おります。

コロナ禍移行交流はできておりませんでした。
感染症予防の観点から、積極的な開催は自粛
しておりますが、保護者様のご要望があれば
前向きに検討してまいります。

保護者様からのご相談などの際には、その都
度迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
ご相談いただいた内容は職員間で共有し早期
解決へ繋がるよう対応してまいります。

公式WebサイトのブログやSNSを活用し、
HUGマイページを通じて利用日ごとの療育
や活動内容をお伝えしております。

個人情報は鍵付き書庫で厳重に管理し、適切
に保管しております。

良好な関係が築けるよう、言葉遣いや情報伝
達の手段に配慮しております。

事業所内で地域住民を招待するイベントは
行っておりませんが、敷地内の大家さんとの
交流（手紙交換・野菜栽培）を行っております。

事業所入口に必要なマニュアルを掲示し、保
護者様・職員が常に確認できるようにしてい
ます。また、定期的に児童とともに訓練を実
施しております。

避難訓練は年間計画を立て、児童も参加して
定期的に実施しております。訓練の様子は事
業所だよりでお知らせしています。

アセスメント時に聞き取りを行い、詳細な情
報を職員間で共有しております。

指示書がある児童については保護者様と情報
共有を行い、アレルギー情報は一覧表を作成
し、全職員に周知しております。

安全計画を作成し、職員が常に確認できるよ
うにしています。安全管理のための研修や訓
練を実施し、児童の安全を第一に考えた支援
を行っております。

緊急時の避難場所等については、保護者様に
説明し、書面でお渡ししております。

ヒヤリハット報告を徹底し、記録を回覧・共
有しながら、再発防止に努めております。

事業所内に虐待防止責任者を選定し、事業所
内研修を実施し、職員の認識を深めておりま
す。

利用契約書には身体拘束の原則禁止を記載し
ておりますが、やむを得ず必要な場合には、
事前に十分な説明を行い、保護者様の承諾を
得た上で支援計画に記載しております。

関係機関との交流についても、状況を鑑みな
がら関係者様のご意向を伺い、機会を検討し
てまいります。

第三者による外部評価については、今後の課
題として検討してまいります。

児童の利用状況によっては、運動スペースが
十分に確保できない場合があります。今後、
利用時間帯などを考慮しながら対応してまい
ります。

トイレは建物の構造上、車いすでの利用が難
しくなっております。玄関には段差が 1か所
ありますが、今後スロープの設置などを検討
してまいります。現在、該当する児童はおり
ませんが、支援が必要な児童の受け入れ時に
は、安全面に十分配慮しながら協議してまい
ります。

必要に応じて、児童が個別の
部屋や場所を使用することが
認められる環境になっている｠

業務改善を進めるための
PDCAサイクル（目標設定と
振り返り）に、広く職員が参
画している

生活空間は、児童にわかりや
すく構造化された環境になっ
ている。また、障がいの特性
に応じ、事業所の設備等は、
バリアフリー化や情報伝達等
への配慮が適切になされてい
る

生活空間は､清潔で､心地よく
過ごせる環境になっているか｡
また､児童たちの活動に合わせ
た空間となっている

職員の配置数は適切である2
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保護者様向け評価表を活用す
るなどによりアンケート調査
を実施して保護者様の意向等
を把握し、業務改善につなげ
ている

職員の意見等を把握する機会
を設けており、その内容を業
務改善につなげている｠

職員の資質の向上を行うため
に、研修の機会や会社内で研
修を開催する機会が確保して
いる

第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善につ
なげている

適切に支援プログラムが作
成、公表されている

個々の児童に対してアセスメ
ントを適切に行い、児童と保
護者様のニーズや課題を客観
的に分析した上で、児童発達
支援計画を作成している

児童発達支援計画を作成する
際には、児童発達支援管理責
任者だけでなく、児童の支援
に関わる職員が共通理解の下
で、児童の最善の利益を考慮
した検討が行われている｠

児童発達支援計画が職員間に
共有され、計画に沿った支援
が行われている

児童の適応行動の状況を、標
準化されたツールを用いた
フォーマルなアセスメント
や、日々の行動観察なども含
むインフォーマルなアセスメ
ントを使用する等により確認
している

児童発達支援計画には、児童
発達支援ガイドラインの「児
童発達支援の提供すべき支
援」の「本人支援」、「家族支
援」、「移行支援」及び「地域
支援・地域連携」のねらい及
び支援内容も踏まえながら、
児童の支援に必要な項目が適
切に設定され、その上で、具
体的な支援内容が設定されて
いる

活動プログラムの立案を
チームで行っている

活動プログラムが固定化しな
いよう工夫している

児童の状況に応じて、個別活
動と集団活動を適宜組み合わ
せて児童発達支援計画を作成
し、支援が行われている

支援開始前には職員間で必ず
打合せを行い、その日行われ
る支援の内容や役割分担につ
いて確認し、チームで連携し
て支援を行っている

支援終了後には、職員間で必
ず打合せを行い、その日行わ
れた支援の振り返りを行い､
気付いた点等を共有している

日々の支援に関して記録をと
ることを徹底し、支援の検証・
改善につなげている

定期的にモニタリングを行
い、児童発達支援計画の見直
しの必要性を判断し、適切な
見直しを行っている

障害児相談支援事業所のサー
ビス担当者会議や関係機関と
の会議に、その児童の状況を
よく理解した者が参画してい
る

地域の保健、医療（主治医や
協力医療機関等）、障害福祉、
保育、教育等の関係機関と連
携して支援を行う体制を整え
ている

併行利用や移行に向けた支援
を行うなど、インクルージョ
ン推進の観点から支援を行っ
ているか。
また、その際、保育所や認定
こども園、幼稚園、特別支援
学校 (幼稚部 )等との間で、
支援内容等の情報共有と相互
理解を図っている

就学時の移行の際には、小学
校や特別支援学校 (小学部 )
との間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図っている

地域の他の児童発達支援セン
ターや障害児通所支援事業所
等と連携を図り、地域全体の
質の向上に資する取組等を
行っている

質の向上を図るため、積極的
に専門家や専門機関等から助
言を受けたり、職員を外部研
修に参加させている

地域の児童発達支援センター
との連携を図り、必要に応じ
てスーパーバイズや助言等を
受ける機会を設けている

（自立支援）協議会子ども部
会や地域の子ども・子育て会
議等へ積極的に参加している

日頃から児童の状況を保護者
様と伝え合い、児童の発達の
状況や課題について共通理解
を持っている

家族の対応力の向上を図る観
点から、家族に対して家族支
援プログラム (ペアレント・
トレーニング等 )や家族等の
参加できる研修の機会や情報
提供等を行っている

定期的に、保護者様からの子
育ての悩み等に対する相談に
適切に応じ、必要な助言と支
援を行っている

児童発達支援計画を作成する
際には、児童や保護者様の意
思の尊重、児童の最善の利益
の優先考慮の観点を踏まえ
て、児童や家族の意向を確認
する機会を設けている

「児童発達支援計画」を示し
ながら支援内容の説明を行
い、保護者様から児童発達支
援計画の同意を得ている

父母の会の活動を支援するこ
とや、保護者会等を開催する
等により、保護者様同士で交
流する機会を設ける等の支援
をしているか。
また、きょうだい同士で交流
する機会を設ける等の支援を
している

保育所や認定こども園、幼稚
園等との交流や、地域の中で
他の児童と活動する機会があ
る

児童や保護者様からの相談や
申入れについて、対応の体制
を整備するとともに、児童や
保護者様に周知し、相談や申
入れがあった場合に迅速かつ
適切に対応している

定期的に通信等を発行するこ
とや、HPや SNS等を活用
することにより、活動概要や
行事予定、連絡体制等の情報
を児童や保護者様に対して発
信している

事故防止マニュアル、緊急時
対応マニュアル、防犯マニュ
アル、感染症対応マニュアル
等を策定し、職員や家族等に
周知するとともに、発生を想
定した訓練を実施している

業務継続計画（BCP）を策定
するとともに、非常災害の発
生に備え、定期的に避難、救
出その他必要な訓練を行って
いる

安全計画を作成し、安全管理
に必要な研修や訓練、その他
必要な措置を講じる等、安全
管理が十分された中で支援が
行われている

個人情報の取扱いに十分留意
している

障がいのある児童や保護者様
との意思の疎通や情報伝達の
ための配慮をしている

事業所の行事に地域住民を招
待する等、地域に開かれた事
業運営を図っている

食物アレルギーのある児童に
ついて、医師の指示書に基づ
く対応がされている

事前に、服薬や予防接種、て
んかん発作等の児童の状況を
確認している

児童の安全確保に関して、家
族等との連携が図られるよ
う、安全計画に基づく取組内
容について、家族等へ周知し
ている

どのような場合にやむを得ず
身体拘束を行うかについて、
組織的に決定し、児童や保護
者様に事前に十分に説明し了
解を得た上で、児童発達支援
計画に記載している

ヒヤリハットを事業所内で共
有し、再発防止に向けた方策
について検討をしている

虐待を防止するため、職員の
研修機会を確保する等、適切
な対応をしている
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COMPASSそがわ
討議日：令和 6 年 10 月 25 日
公表日：令和  7 年   3 月 11 日

チェック項目 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標
はい いいえ
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○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体でおこなった自己評価です。


